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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ドアを収納するように構成された、一対の外板と前記一対の外板の間に設けられ前記一
対の外板が対向するように前記外板を支持する据付座とを備えた戸袋と、
　プラットホームに固定され、前記据付座を前記プラットホームの上面と離間した位置に
支持する戸袋支持部材とを備え、
　前記外板は、前記据付座より下方に突き出した形状の外板下部を有する
プラットホームドア装置。
【請求項２】
　前記外板下部を挟み込むスペーサを更に備えた
　請求項１に記載のプラットホームドア装置。
【請求項３】
　前記スペーサが可撓体である
　請求項２に記載のプラットホームドア装置。
【請求項４】
　前記戸袋支持部材は、
　　前記プラットホームに固定されたボルトと、
　　前記ボルトに固定され前記戸袋を前記プラットホームの上面と離間した位置に支持す
る受座とを備えた
　請求項１から請求項３のいずれかに記載のプラットホームドア装置。
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【請求項５】
　前記プラットホームと前記据付座の前記受座に支持される面との間の空間に充填材が設
けられた
　請求項１から請求項４のいずれかに記載のプラットホームドア装置。
【請求項６】
　前記ボルトは頂部に穴を備えた
　請求項４に記載のプラットホームドア装置。
【請求項７】
　ドアを収納するように構成された、一対の外板と、前記一対の外板の間に設けられ前記
一対の外板が対向するように前記外板を支持する据付座とを備えた戸袋を具備し、前記外
板が、前記据付座より下方に突き出した形状の外板下部を有するプラットホームドア装置
を設置する設置方法であって、
　前記戸袋を支持する戸袋支持部材をプラットホームに固定する工程と、
　前記戸袋が前記プラットホームと離間した位置に水平になるように前記プラットホーム
の上面から前記戸袋までの距離を調節する工程と、
　前記戸袋を前記戸袋支持部材に固定する工程
とを備えたプラットホームドア装置設置方法。
【請求項８】
　前記戸袋が前記据付座より下方に突き出した形状の外板下部を有し、前記外板下部を挟
み込むスペーサを設ける工程
を更に備えた請求項７に記載のプラットホームドア装置設置方法。
【請求項９】
　前記プラットホームの上面と、前記戸袋との間の空間に充填材を充填する工程
を更に備えた請求項７または請求項８に記載のプラットホームドア装置設置方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、プラットホームドア装置に関する。特に、既設のプラットホームに設置され
るプラットホームドア装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　プラットホームドア装置は、プラットホームの車両レール寄りの縁部に付近に配置され
、乗降客の軌道への転落や車両との接触を防止するために設けられるドア装置である。
【０００３】
　プラットホームドア装置は、乗降客の安全性や駅員の監視業務を軽減する観点から需要
が高まっており、新設のプラットホームだけでなく既設のプラットホームにも設置するこ
とが求められている。
【０００４】
　特許文献１は、既設のプラットホームにプラットホームドア装置を設けるためのプラッ
トホームドア装置の基礎構造及び基礎工事方法を開示している。図３は、特許文献１に開
示されたプラットホームドア装置の基礎構造の断面図を示している。公知のこのプラット
ホームドア装置の基礎構造は、プラットホーム３１０の上面３１１に穿設された円形の嵌
合溝３１５と、嵌合溝３１５の溝底３１６からプラットホームの下面３１２に貫通する貫
通孔３１７とを備えている。嵌合溝３１５には、ベース部材３２０が嵌合されている。ベ
ース部材３２０は平板に形成されており、プラットホームドア装置の本体（図示せず）は
ベース部材３２０に取り付けられる。ベース部材３２０の両側にはクランク状に折曲され
たブラケット３２３が設けられている。ブラケット３２３の先端には雌ねじ３２４が設け
られており、雄ねじである調整ねじ３２５が螺合している。調整ねじ３２５の下端は嵌合
溝３１５の溝底３１６に当接している。ベース部材３２０の下面には、中空パイプ３３０
が固設され、中空パイプ３３０は貫通孔３１７に挿入されている。中空パイプ３３０の中
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にはプラットホームドア装置への配線が通される。中空パイプ３３０の下端はプラットホ
ーム３１０の下面３１２から突出している。中空パイプ３３０の下端部には雄ねじが形成
されており、該雄ねじに螺合されたナット部材３６０、３６１により、傾斜座金３７０を
介して中空パイプ３３０が締め付けられている。ベース部材３２０と嵌合溝３１５との隙
間、及び中空パイプ３３０と貫通孔３１７との隙間には充填材３４０が充填されている。
ベース部材３２０及び中空パイプ３３０は充填材３４０によって固定される。
【０００５】
　上記のプラットホームドア装置の基礎構造は、プラットホームに円形の嵌合溝３１５と
貫通孔３１７とを穿設する工程と、ベース部材３２０と中空パイプ３３０とを嵌合溝及び
貫通孔に挿入する工程と、ベース部材３２０を嵌合溝３１５に嵌合し所定の位置に調整す
る工程と、充填材３４０を充填する工程とによって設置される。ベース部材３２０の位置
を調整する工程は、調整ねじ３２５によって溝底３１６とベース部材３２０との間隔を加
減することにより、ベース部材３２０の上面とプラットホームの上面とが同じ面になるよ
うに調整する工程である。
【０００６】
　上述されたプラットホームドア装置の基礎構造によれば、基礎工事の工程が簡易になり
、比較的短時間での基礎工事が可能である。円形の嵌合溝３１５及び貫通孔３１７は、ホ
ールソー等のツールを用いて短時間で穿設される。更に、中空パイプ３３０を通してプラ
ットホームドア装置の配線をプラットホームの下面から上面のプラットホームドア装置へ
延ばすことができ、別途配線用の貫通孔を穿設する必要がない。
【０００７】
　ところで、既設のプラットホームは必ずしも平らでなく、プラットホーム全体にわたっ
て凹凸やうねりがある。一方、プラットホームドア装置の底面は平面であることが多く、
凹凸のある既設のプラットホームにプラットホームドア装置を新たに設置する工事は困難
であった。そこで、凹凸のある場所にも設置可能で、更に、プラットホームに対して行う
工事工程が少ないプラットホームドア装置が望まれている。更には、凹凸のあるプラット
ホームにも外観よく設置できるプラットホームが望まれている。
【０００８】
【特許文献１】特開２００１－１０６０６２号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　本発明の目的は、凹凸のある場所に設置可能なプラットホームドア装置を提供すること
である。更には、プラットホームに対して行う工事工程が少なく、外観のよいプラットホ
ームドアを設置する方法を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　上記の課題を解決するための手段が下記のように表現される。その表現中に現れる技術
的事項にはかっこ（）つきで、番号、記号等が添記されている。その番号、記号等は、本
発明の実施の形態を構成する技術的事項に一致している。このような参照番号、参照記号
は、請求項に記載の技術的事項と実施の形態に記載の技術的事項との対応関係を明確にす
るためのものであって、請求項に記載の技術的事項が実施の形態に記載の技術的事項に限
定解釈されることを意味しない。
【００１１】
　本発明にかかるプラットホームドア装置（１）は、外板（１７ａ）と前記外板を支持す
る据付座（１６）とを備えた戸袋（１７）と、前記プラットホーム（１０）に固定され、
前記据付座（１６）を前記プラットホームの上面（ＦＬ）と離間した位置に支持する戸袋
支持部材（１２）とを備え、前記外板（１７）は、前記据付座（１６）より下方に突き出
した形状の外板下部（１７ｃ）を有する。前記戸袋支持部材（１２）は、前記プラットホ
ーム（１０）に固定されるとともに前記据付座（１６）を支持することにより、前記戸袋
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（１７）を前記プラットホーム（１０）に対して固定する。前記戸袋支持部材（１２）は
、前記プラットホームの上面（ＦＬ）と離間した位置に前記戸袋（１７）を支持する。前
記戸袋と前記プラットホームの上面（ＦＬ）との離間した距離は、前記プラットホーム（
１０）の凹凸に応じて調節される。
【００１２】
　上記のプラットホームドア装置によれば、凹凸のある場所にも、前記プラットホームド
ア装置を設置することができる。該凹凸に対応して、前記据付座（１６）と前記プラット
ホームの上面（ＦＬ）との間隔を調節することができ、凹凸がある場所にも水平にプラッ
トホームドア装置（１）を設置させることができる。
【００１３】
　前記外板下部（１７ｃ）には、上述のプラットホームドア装置の外観を向上させる効果
がある。前記プラットホーム（１０）の凹凸に合わせて前記戸袋（１７）と前記プラット
ホームの上面（ＦＬ）との間隔を調節すると、前記戸袋（１７）と前記プラットホームの
上面（ＦＬ）との間に空間ができる。前記据付座（１６）より下方に突き出した形状の前
記外板下部（１７ｃ）は、該空間がむき出しになり前記戸袋支持部材（１２）が露出する
のを防ぐ。
【００１４】
　上述のプラットホームドア装置において、前記外板下部（１７ｃ）を挟み込むようにス
ペーサ（２０）が設けられていてもよい。前記外板下部（１７ｃ）によって前記戸袋（１
７）の据付座（１６）と前記プラットホームの上面（ＦＬ）との間の空間が遮蔽された場
合でも、前記プラットホーム（１０）の凸部に高さを揃えて前記プラットホームドア装置
を設置すると前記外板下部（１７ｃ）の下端と前記プラットホームの上面（ＦＬ）との間
に間隙ができる。スペーサ（２０）が前記外板下部（１７ｃ）を挟み込むように設けられ
ることによって、該間隙を塞ぐことができる。
【００１５】
　前記スペーサ（２０）は、可撓体であることが望ましい。前記プラットホーム（１０）
に凹凸がある場合、該凹凸に応じて前記戸袋（１７）の底面と前記プラットホームの上面
（ＦＬ）との間隙が変化する。可撓体のスペーサ（２０）は、前記外板下部（１７ｃ）の
挟み込み深さ及び該凹凸に応じて撓む。よって、前記スペーサ（２０）により前記戸袋（
１７）の底面と前記プラットホームの上面（ＦＬ）との間の空間がほぼ完全に覆われる。
【００１６】
　上述のプラットホームドア装置において、前記戸袋支持部材（１２）は、前記プラット
ホームに固設されたボルト（１３）と、前記ボルト（１３）に固定され前記戸袋を前記プ
ラットホームの上面と離間した位置に支持する受座（１５）とを備えることが好ましい。
前記プラットホーム（１０）には前記ボルト（１３）が嵌合するアンカーナット（１１）
が埋設されているとよい。前記受座（１５）として、前記ボルト（１３）に対して上下移
動可能な機構を有するナットを用いることが望ましい。前記受座（１５）を上下方向に移
動させることにより、前記戸袋（１７）と前記プラットホームの上面（ＦＬ）との間隔を
容易に調節することができる。該間隔の調節後、前記戸袋（１７）はロックナット（１９
）によって前記ボルト（１３）に固定される。
【００１７】
　上述のプラットホームドア装置において、前記プラットホーム（１０）と前記据付座（
１６）の前記受座（１５）に支持される面との間の空間に充填材（２１）が設けられるこ
とが好ましい。前記充填材（２１）により、空間が埋まり、スペーサが固定される。加え
て、前記空間への水の浸入を防ぎ、戸袋支持部材（１２）の腐食が防止される。
【００１８】
　上記のプラットホームドア装置は、戸袋を支持する戸袋支持部材をプラットホームに固
定する工程と、前記戸袋を前記プラットホームと離間した位置に水平になるように前記プ
ラットホームの上面から前記戸袋までの間隔を調節する工程と、前記戸袋を前記戸袋支持
部材に固定する工程とを備えた設置方法によって設置される。
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【００１９】
　上記のプラットホームドア装置設置方法において、前記戸袋（１７）の設置高さの調節
は、前記プラットホームの上面から前記戸袋までの間隔を調節する工程によって行われる
。プラットホームドア装置を設置する場所の凹凸に応じて、前記プラットホームの上面（
ＦＬ）から前記戸袋（１７）までの間隔が調節され、凹凸のある場所にも水平に前記プラ
ットホームドア装置を設置することができる。
【００２０】
　上述のプラットホームドア装置の設置方法によれば、プラットホームドア装置の設置工
事が簡略化される。本発明のプラットホームドア装置設置方法において、プラットホーム
（１０）に対して行う工事は、戸袋支持部材（１２）を固定する工程のみであり、最小限
に抑えられている。プラットホーム（１０）に貫通孔を設ける工程やプラットホーム（１
０）を戸袋（１７）の形状に応じて切り欠く工程は不要である。
【００２１】
　前記戸袋支持部材として、ボルト（１３）とボルト（１３）に固定された受座（１５）
を用いるとよい。この場合、プラットホームドア装置（１）は、プラットホーム（１０）
にボルト（１３）を固定する工程と、前記複数のボルト（１３）に各一つずつ固定された
複数の受座（１５）を前記プラットホーム（１０）と離間した位置で、前記複数の受座（
１５）の上面が水平面内にあるように前記複数のボルト（１３）を上下移動する工程と、
前記戸袋（１７）を前記受座（１５）に固定する工程によって設置される。上記の設置方
法によれば、前記間隔を調節する工程において前記受座（１５）を上下移動させることで
容易に該間隔を調節することができる。
【００２２】
　前記戸袋支持部材として、ボルト（１３）とボルトに螺合した受座（１５）を用いるこ
ともできる。この場合、プラットホームドア装置（１）は、プラットホーム（１５）にボ
ルトを固定する工程と、前記複数のボルト（１３）に各一つずつ螺合した前記受座（１５
）を前記プラットホーム（１０）と離間した位置で、前記複数の受座（１５）の上面が水
平面内にあるように前記受座（１５）を上下移動する工程と、前記受座（１５）を前記ボ
ルト（１３）に固定する工程と、前記戸袋（１７）を前記受座（１５）に固定する工程に
よって設置される。
　上記の設置方法によれば、前記間隔を調節する工程において前記受座（１５）を上下移
動させることで容易に該間隔を調節することができる。前記ボルト（１３）の上下移動は
、前記ボルト（１３）の頂部に設けられた穴（１３ａ）に工具を差し込み回転させること
によって行う。戸袋内の限られた空間においても容易に作業をすることができる。
【００２３】
　上述のプラットホームドア装置設置方法において、前記戸袋（１７）が、前記据付座（
１６）より下方に突き出した形状の外板下部（１７ｃ）を有しており、前記外板下部（１
７ｃ）を挟み込むようにスペーサ（２０）を設ける工程を更に備えることが好ましい。更
に、前記プラットホームの上面（ＦＬ）と、前記据付座（１６）との間の空間に充填材（
２１）を充填する工程を備えることが望ましい。
【発明の効果】
【００２４】
　本発明のプラットホームドア装置によれば、前記戸袋支持部材を前記プラットホームに
対して上下移動することにより、プラットホームの凹凸に応じて前記プラットホームの上
面から前記戸袋までの高さが調節されるので、凹凸のあるプラットホームにもプラットホ
ームドア装置を設置することができる。
【００２５】
　本発明のプラットホームドア装置設置方法によれば、前記プラットホームに対する工事
工程が最小限に抑えられ、プラットホームドア装置の設置工事が簡略化される。
【００２６】
　更に、本発明のプラットホームドア装置によれば、外観のよいプラットホームドア装置
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を提供することができる。前記外板下部によって、前記プラットホームの上面と前記据付
座との間が露出するのを防ぐことができる。更にスペーサが設けられているため、前記外
板下部と前記プラットホームの上面との間にできる隙間を塞ぐことができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２７】
　図１は、本発明の実施形態に係るプラットホームドア装置の概観図である。プラットホ
ームドア装置１は、凹凸のあるプラットホーム１０上に設けられた戸袋１７を備えている
。戸袋１７にはドア３０が収納されており、ドア３０をスライド式に突出させる或いは引
き込むことでドア３０の開閉を行う。
【００２８】
　図２は、本発明の実施形態にかかるプラットホームドア装置の基礎構造の断面図である
。図２に示されているプラットホームドア装置の基礎構造において、プラットホームドア
装置の戸袋１７は、据付座１６、外板１７ａ、取付脚１７ｂを備えている。据付座１６は
取付脚１７ｂに接合され、外板１７ａは取付脚１７ｂに接合されている。外板１７ａは据
付座１６から下方に突き出した形状の外板下部１７ｃを有する。
【００２９】
　戸袋１７は複数の戸袋支持部材１２によってプラットホーム１０に固定されている。戸
袋支持部材１２は、ボルト１３とボルト１３に固定された受座１５を備えている。ボルト
１３は頭部に六角穴１３ａが備えられている。受座１５は、設置工事の途中段階において
ボルト１３に固定され、六角穴１３ａに工具を差し込んで回転することにより上下方向に
移動可能である。上下方向の位置が調整された後、ボルト１３はロックナット１４によっ
て、戸袋１７はロックナット１９によって固定される。
【００３０】
　プラットホーム１０の上面ＦＬにはアンカーナット１１が埋め込まれている。このアン
カーナット１１には、戸袋支持部材１２のボルト１３がねじ込まれている。ボルト１３に
はロックナット１４がはめ込まれている。このロックナット１４がアンカーナット１１に
対して締め付けられることによりボルト１３がアンカーナット１１に強固に固定される。
【００３１】
　ボルト１３に固定された受座１５の上に据付座１６が設置される。据付座１６の上には
戸袋１７に固定された取付脚１７ｂが乗せられ、その上から座金１８を介してロックナッ
ト１９が締め込まれることにより、戸袋１７がボルト１３に固定される。
【００３２】
　外板下部１７ｃは、据付座１６より下方に、プラットホーム１０に向けて突き出した形
状に構成されている。その外板下部１７ｃを挟み込むように、可撓体でできたスペーサ２
０が取り付けられている。スペーサ２０には、戸袋１７の外板下部１７ｃを挟み込むため
の溝２０ａが設けられている。溝２０ａは十分深く、戸袋１７に対して上下方向に取り付
け位置が調節可能な形状をしている。
【００３３】
　本実施形態のプラットホームドア装置１は、下記の工程によって設置される。まず、プ
ラットホーム１０に複数のアンカーナット１１を埋設する。次に、ボルト１３をアンカー
ナット１１にねじ込む。次に、それぞれのボルト１３に固定された受座１５の上面に据付
座１６を載せて戸袋１７を支持する。据付座１６を水平に設置するため、複数のボルトに
固定された複数の受座１５の上面が一の水平面内にあるようにボルト１３を上下移動する
。同時に、据付座１６がプラットホーム１０と離間した位置に設置されるようにボルト１
３を上下移動する。ボルト１３の頭部に設けられている六角穴１３ａを利用して、容易に
ねじ込む作業をすることができる。戸袋１７の据え付け高さが調節された後、ロックナッ
ト１９を締め込みと１７を固定する。ボルト１３をロックナット１４によりアンカーナッ
ト１１に固定する。その後、プラットホーム１０と据付座１６との間の空間に充填材２１
を詰める。
【００３４】
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　プラットホームドア装置１は、下記の工程によって設置されることもできる。まず、プ
ラットホーム１０に複数のアンカーナット１１を埋設する。次に、ボルト１３をアンカー
ナット１１にねじ込む。ボルト１３の頂部に設けられた六角穴１３ａを利用して、容易に
ねじ込む作業をすることができる。次に、それぞれのボルト１３に受座１５を螺合する。
受座１５はその上面に据付座１６を載せて戸袋１７を支持する。据付座１６を水平に設置
するため、複数の受座１５の上面がプラットホームの上面ＦＬから離間した一の水平面内
にあるように複数の受座１５を上下移動する。戸袋１７の据え付け高さが調節された後、
受座１５をボルト１３に溶接する。ロックナット１９を締め込み，戸袋１７を固定する。
続いてロックナット１４を締め込み，ボルト１３をアンカーナット１１に固定する。その
後プラットホーム１０と据付座１６との間の空間に充填材２１を詰める。
【００３５】
　本実施形態のプラットホームドア装置１によれば、凹凸のある場所にも、該凹凸に対応
して戸袋支持部材１２を上下移動することにより、水平にプラットホームドア装置１を設
置することができる。更に、本実施形態のプラットホームドア装置１は、凹凸のある場所
に設置しても外観がよい。据付座１６より下方に突き出した外板下部１７ｃは、ボルト１
３、ロックナット１４、１９、受座１５が露出するのを防ぎ、更に外板下部１７ｃを挟み
込む可撓体のスペーサ２０はプラットホームの上面ＦＬの凹凸に合わせてスペーサ２０が
撓み、戸袋１７の底面と前記プラットホームの上面ＦＬとの間の空間をほぼ完全に覆うこ
とができる。本実施形態のプラットホームドア装置設置方法において、プラットホーム１
０に対して行う工事はボルト１３を固定する工程のみであり、設置工事が容易になる。
【図面の簡単な説明】
【００３６】
【図１】図１は、本発明の実施形態にかかるプラットホームドア装置の概観図である。
【図２】図２は、本発明の実施形態にかかるプラットホームドア装置の基礎構造の断面図
である。
【図３】図３は、従来のプラットホームドア装置の基礎構造の断面図である。
【符号の説明】
【００３７】
１　プラットホームドア装置
１０　プラットホーム
ＦＬ　プラットホームの上面
１１　アンカーナット
１２　戸袋支持部材
１３　ボルト
１３ａ　六角穴
１４　ロックナット
１５　受座
１６　据付座
１７　戸袋
１７ａ　外板
１７ｂ　取付脚
１７ｃ　外板下部
１８　座金
１９　ロックナット
２０　スペーサ
２０ａ　溝
２１　充填材
３０　ドア
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